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入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成２２年１月２９日

食料安定供給特別会計支出負担行為担当官

関東農政局食糧部長 中島 宣明

１ 競争に付する事項

(1) 件 名

① 深川政府倉庫における政府所有米穀の保管管理及び荷役等業務

② 立川政府倉庫における政府所有米穀の保管管理及び荷役等業務

(2) 仕様等

入札説明書及び仕様書による。

(3) 契約期間

平成２２年４月１日から平成２２年９月３０日

(4) 履行場所

① 関東農政局東京農政事務所深川政府倉庫 東京都江東区塩浜１丁目２番10号

② 関東農政局東京農政事務所立川政府倉庫 東京都立川市緑町無番地

(5) 入札方法

入札者は入札価格を入札書に記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額

に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105

分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の規定に該当し

ない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者

は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 平成19・20・21年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のうち営業

品目「運送」において、資格の等級が「Ａ」に格付けされている、関東・甲信越地域の競争参加

資格者であること。

(4) 役員及び現場を担当する責任者の中に、米穀の保管管理を行う倉庫において倉庫業法（昭和31

年法律第121号）第11条に基づく倉庫管理主任者の経験を有する者がそれぞれ１名以上いること。

(5) 関東農政局長から、関東農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措

置要領（平成15年９月11日付け15関総第383号（財））に基づく指名停止を受けている期間中の者

でないこと。

３ 入札書の提出場所等

(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先

〒330-9722

埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

さいたま新都心合同庁舎２号館６階

関東農政局食糧部消費流通課物流係 宗像智美

電話 048－740－1006

(2) 入札説明書の交付方法 （１）の交付場所にて無料で交付する。
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(3) 交付期間

平成２２年１月２９日（金）から平成２２年３月１９日（金）（閉庁日を除く午前９時30分か

ら午後５時）までとする。

(4) 入札説明会の日時及び場所

実施しない。

ただし、希望する者については、事前に申込みをすることにより視察を許可する。

申込場所：東京都千代田区大手町１－３－３

関東農政局東京農政事務所消費流通課 電話 03-3214-7313 赤荻一男

実施期間：平成２２年２月４日（木）から平成２２年２月２２日（月）までの間の上記申込場所

の担当官が指定する時間。

(5) 入札、開札の日時及び場所

① 平成２２年３月２５日（木） １０時００分 関東農政局１３階入札室

② 平成２２年３月２５日（木） １１時００分 関東農政局１３階入札室

入札書は持参又は郵送（書留郵便に限る｡）すること。

郵送による入札の受領期限

平成２２年３月２４日（水） 午後５時

関東農政局食糧部食糧調整課契約係 鬼海秀明

電話 048－740－0158

４ 審査

入札説明書に基づいて作成した入札提案書等を食料安定供給特別会計支出負担行為担当官が審査

し、要求要件を満たした者を最終的に当該競争に参加させるものとする。

なお、入札提案書等の提出期限は平成２２年３月２３日（火）までとし、提出場所は上記３の（１）

とする。

５ 入札保証金及び契約保証金

免除。

６ その他

(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。

(2) 入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、上記４に定める期日まで

に入札提案書等を提出し、入札、開札日の前日までに審査に合格していなければならない。

(3) 入札者は、入札、開札日の前日までの間において、食料安定供給特別会計支出負担行為担当官

から入札提案書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

なお、当該書類に関し、説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。

(4) 入札の無効 本入札広告に示した競争参加資格のない者の入札、入札提案書等に虚偽の記載を

した者の入札、入札に関する条件に違反した者の入札及び関東農政局競争契約入札心得第４条の

３の規定に違反した者の入札は無効とする。

(5) 契約書作成の要否：要。

(6) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低

価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、保管管理業務及び荷役業務について、それぞれに定める予定価格の制限内であるべき

ことを条件とする。

(7) 手続きにおける交渉の有無：無。

(8) 詳細は入札説明書による。

７ Summary
(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity:Noriaki Nakajima,Director General for S-
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taple Food Department of Kanto Regional Agricultural Administration Office.
(2) Nature and quantity of the services to be required :
① Business contract like storage management and loading, ect. in Fukagawa goverment warehou-

se.
② Business contract like storage management and loading, ect. in Tachikawa goverment wareho-

use.
(3) Fulfillment period: From 1 April, 2010 thurough 30 September, 2010.
(4) Fulfillment place:
① Fukagawa goverment warehouse, Tokyo Agriculture Office, Kanto Regional Agricultural Admi-
nistration Office, 1－2－1 Siohama Koto Ward Tokyo.
② Tachikawa goverment warehouse, Tokyo Agriculture Office, Kanto Regional Agricultural Admi-
nistration Office, Midoricho Tachikawa city Tokyo.

(5) Qualification for participating in the tendering procedures: Suppliers eligible for particip-ating in the
proposed tender are those who shall :

(A) not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accou-
nting. Furthermore, minors, Person under Conservatorship or Person un-der Assistance that
obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicable under cases of speci-
al reasons within the said clause.

(B) not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accou-
nting.

(C) have the grade“A”in terms of qualification“Sale of product”at Kanto-Koshinetsu area for
participating in tenders by Ministry of Agriculture, Forest-ry and Fisheries (Single qualification f-
or every ministry and agency) in the fiscal year 2007, 2008 and 2009.

(D) The person in charge who takes charge of the director and the site must have one person or
more who has the warehouse management chief person (Or, person who applies to this ) experi-
ence based Article on Article 11 of the warehouse industry method (No.121 of the law in 1956 )
in the warehouse where the keeping management of rice is done respectively.

(E) not being suspended from transactions by the request of the officials in charge of contract.
(6) Time Limit for Tender :
① 10:00 A.M., 25 March, 2010 (tenders submitted by mail : 5:00 P.M., 24 March, 2010)
② 11:00 A.M., 25 March, 2010 (tenders submitted by mail : 5:00 P.M., 24 March, 2010)

(7) Contact point for the notice : Tomomi Munakata Procurement Section, Consumption and Marketi-
ng Division, Staple Food Department, Kanto Regional Agricultural Adminisatration Office, 2－1
Shintoshin Chuoward Saitama city Saitama prefecture 330－9722 Japan. TEL 048－740－1006.

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程

（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不

当な働きかけを受けた場合は、その事項をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を

実施しております。

詳しくは、当局のホームページ（http://www.maff.go.jp/kanto/shinsei/koukihoji/index.html)
をご覧ください。


